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市民・地域・行政が堅固に連携

災害に強いまちづくり支える 地域や人の助け合い

助成制度活用し 平常時からの対策を

単独では困難なことでも、周囲や地域の人 と々力を合わせること
で、対応できる範囲が大幅に広がります。地域の防災組織が十
分に機能するためには、日頃の人間関係と自治（町）会等の実践

的な訓練の企画と実行が重要です。警察・消防・自衛隊などが現
場に到着するまでは、地域の人の助け合いが必要です。災害に
強いまちづくりを支えるため、みなさんのご協力をお願いします。

自らの安全や家族・財産を守ることは、防災対策の基本で
す。誰しも、実際に災害に会うまで、被害者になるとは思わ
ないものです。被災した場合に備え、どこにいても、災害発

生時の行動を考える習慣が大切です。主な項目を、市の制
度などとともにチェックリストにまとめました。再点検と必要
な対策をお願いします。

１． 隣家や近所との親交は大切に
　地域の人 と々顔見知りになるには、挨拶が第一歩。地域のサークルやボランティア活動に
参加したり、祭りや運動会などの地域行事に参加して、親交の輪を広げてください。一人暮らし
の高齢者がいれば、いざという時に助けが必要となるかも知れません。

２． 自主防災組織を結成し地域の絆を強化
　自主防災組織は、224自治（町）会のうち187自治（町）会で結成されています。未結成の
地域におきましては、絆を深め災害に強いまちづくりのため、ぜひ結成をお願いします。市か
ら防災資機材が貸与され、日頃の啓発活動や防災訓練の実施と参加、災害時には住民同
士の連携による避難活動などを支えていただきます。

【新規結成の届け出・問い合わせ先】☎３３４-１５０７危機管理課

３． 防災訓練に参加し実践的な訓練を
　災害時に自治（町）会等の地域が主体となって実施する救出・救護、安否確認や避難の誘
導・支援などを、防災訓練で体験しておくことが大切です。安全・安心を支える大切な催しとし
て、地域内の全ての方に参加していただくことが理想です。被害を最小限に抑える技術と知
識をしっかりと身につけておいてください。

  1 家具類の転倒防止
　L型金具やベルト式の器具で壁や鴨居などに固定したり、家具の上部と天井との間にポー
ル式やすき間家具で固定、粘着マットで床や壁と接着する方法などがあります。
　●お年寄りや体の不自由な方の世帯への助成制度

対象①65歳以上で構成された市民税非課税世帯②身体障
害者手帳（１・２級）・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳（１
級）所持者で構成された市民税非課税世帯（18歳以下の市
民税非課税者が含まれる場合も可）
助成額上限１万円
　（一時立て替えをすることなく市が事業者に直接支払う制度あり）
問い合わせ☎３３４-１１５１高齢者支援課 ・ ☎３３４-１１６８障害者支援課

  2 建物の耐震診断と補強
　特に昭和56年以前の建物は、注意が必要です。専門家に耐震診断などの相談をしてみま
しょう。塀の点検もお忘れなく。
　●耐震診断助成制度

対象昭和56年５月31日以前に建てられた市民の方が所有し居住している住宅を耐震診
断士によって調べてもらう場合

助成額費用の一部（3分の２）で、上限額は木造二階建て住宅８万円、分譲マンション100万円
問い合わせ☎７０４-０２７４建築指導課

　●耐震補強工事助成制度
対象耐震診断の結果、耐震性が低い住宅の補強工事を行う場合
助成額費用の一部で上限額は木造住宅１戸当たり40万円、

分譲マンション１棟当たり1,000万円
問い合わせ☎704-０２７４建築指導課

避難所体験訓練でテントの架設を協力して行う参加者（百合台小学校） 昨年11月に行われた災害対策本部総合図上訓練

●危機管理体制の強化
　昨年7月、平時からの危機管理を推進するため、危機管理統括者と責任者、推進員を定
めて体制を強化するとともに、市内在住職員の避難所等への初動配備を「震度5強」から

「震度5弱」に改めました。また、万一への対応に備え、8月に緊急初動配備職員の参集訓
練を、11月に災害対策本部総合図上訓練を実施しました。

●ツイッターや緊急速報メールなど情報網を整備
　昨年6月からは市公式ツイッターを開始しました。また。緊急速報メールを７月にNTT 
docomo、1月にSoftBank、2月にKDDI(au)から配信できるよう整備しました。防災行政無
線も機能を点検し、より有効に活用できるよう調整しました。メール情報配信サービス（緊急
情報）や市公式Webサイト、広報紙などと合わせ、総合的な情報網の確立に努めています。

●関係機関との協力体制の強化
　大規模な都市型災害への対応が円滑に行えるよう、首都圏を中心とした9都県市の総
合防災訓練を、江戸川河川敷で今年9月に予定しています。また、救援救護や応急措置、
物資提供、避難所として協力してもらう災害時支援協定の締結先との連絡会を定期的に
開催し、協力体制の強化を図っています。

●災害ボランティアセンターとの連携強化
　昨年11月、ボランティアの効果的な活用を図るため、災害時に社会福祉協議会が中心
となって開設される災害ボランティアセンターとの訓練を行い、災害対策本部との連携強化
に努めました。

●帰宅困難者等支援協定を締結
　昨年11月、新たな帰宅困難者対策として、災害時の帰宅困難者に飲料水やトイレ、災
害情報の提供などの支援に協力してもらう協定を民間事業者5社と締結しました。

●津波・高潮等対策に協定などを活用
　津波・高潮・洪水に備え、一時的な避難場所として利用できるよう、昨年7月に1カ所、12
月に2カ所の民間事業者と協定を結びました。また、12月には、避難ビルに関する建物情報
を提供してもらう協定も締結しました。さらに、今年2月には、公立保育園・自治（町）会等用
避難ビルとして、民間事業者の建物9カ所に登録証を交付する予定です。

１． 震災対応体制の整備
２． 情報連絡・伝達体制の整備
３． 消防・救助体制の整備
４． 津波に対する自衛体制
５． 避難体制の整備
６． 応急医療体制の整備
７． 生活関連物資等の確保および調達体制の整備

  ８． 市民・事業者の協力体制の整備
  ９． 関係機関との協力体制の整備
10． 他自治体等との協力体制の整備
11． ボランティアとの協力体制の整備
12． 災害時要援護者支援対策
13． 帰宅困難者・滞留者対策の整備
14． ペット対策の整備

震災時の防災体制の整備に関する取り組み項目 （地域防災計画）

多岐にわたる活動で 安全・安心を支える
公助とは、個人や周囲、地域の力に加え、行政機関や公
益企業が行う災害支援活動で、その活動は多岐にわたり

ます。ここでは、安全・安心を支えるため、市が東日本大震
災を経て充実を図った内容についてお知らせします。

　●地震対策リフォーム工事の助成制度
対象昭和56年５月以前に着工された木造住宅
助成額工事費用の２分の１で、上限額は30万円　期間平成25年３月まで
問い合わせ☎３３４-１３３６地域まちづくり推進課

　●耐震改修促進税制
耐震改修を行った時は、所得税の控除、固定資産税の減額（固定資産税課）が受けられます。
問い合わせ☎３３４-１１１９固定資産税課

　●コンクリートブロック塀等除去・生け垣化
対象ブロック塀の倒壊による負傷防止と道路の通行確保のために、道に面した危険ブロッ

ク塀の除去・改修費用または生け垣化
助成額費用の一部で撤去１メートル当たり１万円、撤去＋設置１メートル当たり２万円、生

け垣１メートル当たり１万５千円、補強１戸当たり10万円
　　問い合わせ☎704-０２７４建築指導課 ・ ☎３１８-５７６０市川市緑の基金

  3 帰宅困難を想定した準備

　交通機関の運行中止などにより、学校や勤務先から自宅に
帰れなくなった場合は、むやみに行動せず待機することも必要で
す。水や食料など、非常時への備えも忘れずにお願いします。

  4 家族の安否確認方法

　携帯電話が長時間不通となることがあります。外出中の安否確認
の方法を決めておきましょう。
　●１７１災害用伝言ダイヤル
被災地内の電話番号をメールボックスとして録音・再生できるボ
イスメールです。震度６弱以上の地震が発生し電話回線が混み
合って使用が困難となった場合、ＮＴＴが設置します。事前に登録
する連絡用の電話番号を決めておいてください。

【１７１利用法】
　◆伝言の登録◆
　①ダイヤル「１７１」の後に「１」。そして登録する電話番号を市外局番からダイヤル
　②30秒以内でメッセージを録音（伝言保存期間は48時間、１電話番号当たり1～10伝言）
　◆伝言の再生◆

①ダイヤル「１７１」の後に「２」。そして連絡を取りたい電話番号を市外局番からダイヤル（登録
されたメッセージを聞くことができます）

　●張り紙
安否や避難先、「１７１」への伝言情報を自宅に張り紙しておく。それを見たら、確認したこと
を加筆することを忘れずに。玄関など目立つ場所に張り紙をすると、留守であることが知られ
てしまいます。簡単に人目につかない場所を選ぶなど、話し合いをしておきましょう。

  5 備蓄・非常用品
　電気、水道、ガスが利用できないことを想定して、最低３日分の水・
食料・簡易トイレを用意しておきましょう。医薬品や懐中電灯、携帯ラジ
オ、子ども用品などの準備もお忘れなく。

  6 避難路、避難場所
　万一のとき、どの道路を通ってどこへ避難するか、機会をみて実際に歩いて確認しておきま
しょう。それぞれの場所は、「減災マップ」や「市公式Ｗｅｂサイト・いち案内」をご覧いただくか、
☎３３４-１５０７危機管理課へお問い合わせください。
　●一時避難場所

　最初に避難する場所です。２カ所以上の場所を確認しておきましょう。市内117カ所。
　●広域避難場所

　市内に５カ所指定されている広域避難場所は、一時避難場所
が危険となる恐れがある場合に利用します。

　●避難所
　自宅での生活が困難な方が避難生活を送る場所で、公共施設

や小・中学校など１１３施設を候補としています。
　●防災倉庫

　14カ所に設置した防災倉庫には、生活必需品や活動用機器の備蓄をしています。
　●医療救護所

　医師会、歯科医師会、薬剤師会、千葉県接骨師会と災害時の応援協定を結んでおり、震度
５強以上の地震発生の場合、8カ所の医療救護所が自動で開設されます。

  7 非常時の情報収集
　災害時には、自ら信頼できる情報を積極的に収集し、行動することが大変重要です。日頃か
ら、情報収集の手段を確認しておきましょう。

　●利用可能な緊急情報
①携帯ラジオ②市公式Ｗｅｂサイト③メール情報配信サービス（緊
急情報）④いちかわケーブルネットワーク（ＣＡＴＶ）デジタル11ch
⑤防災行政無線⑥緊急速報メール⑦市公式ツイッター
　
　【メール情報配信サービス】（緊急情報）※登録が必要です

info@city.ichikawa.chiba.jp
または右のQRコードから空メールを送信し、受信メールに記載され
ているURLをクリックしてください。配信項目は、登録後に変更でき
ます。メールの受信には通信料がかかります。

　【緊急速報メール】※登録は必要ありません
市は、NTTdocomo、SoftBank、KDDI(au)のサービスを導入し、市内にいるサービス対応の
携帯電話利用者へ一斉に避難勧告や津波警報などの緊急情報を配信できる体制を整え
ています。

　【市公式ツイッター】
昨年6月30日から放射線やイベント情報を配信中。「市川市 ツイッター」で検索してください。公
式アカウントは「千葉県市川市（公式）@ichikawa_shi」です。

災害時要援護者名簿登録制度
　高齢者や障害者など、災害が発生した時に安否確認や避難等の支援を必要とする
人が、自分の情報を市へ登録する制度です。登録名簿の運用方法を昨年7月に一部改
め、自治（町）会や民生委員など地域の方 と々情報を共有し、防災活動に活用していま
す。もちろん、個人情報の保護には十分配慮しています。

 ☎３３４-１１５１高齢者支援課
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